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早
期
療
育
支
援
金
支
給
の
ご
案
内

　
町
で
は
、
障
が
い
の
あ
る
６
歳
未
満
の
児
童
を
送
迎
す
る
保
護

者
に
対
し
、
児
童
の
発
育
期
の
適
時
に
、
障
が
い
の
軽
減
や
機
能

向
上
を
目
的
と
し
、
町
外
の
施
設
や
病
院
に
通
所
ま
た
は
通
院
す

る
場
合
に
、
支
援
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
児
】

町
内
に
居
住
し
、
心
身
に
障
が
い
を
有
す
る
６
歳
未
満
の
児
童

※
手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん
。

※
満
６
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
ま
で
が
対
象
で
す
。

【
支
給
対
象
者
】

対
象
児
の
保
護
者
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

・
町
内
に
住
所
を
有
し
、
対
象
児
と
同
居
し
て
い
る
こ
と

・
通
所
ま
た
は
通
院
の
た
め
、
対
象
児
を
送
迎
し
て
い
る
こ
と

【
支
給
額
】

越
前
市
内
に
通
所
ま
た
は
通
院
す
る
場
合

　
１
回
あ
た
り

５
０
０
円

越
前
市
以
外
に
通
所
ま
た
は
通
院
す
る
場
合

　
１
回
あ
た
り

１
、０
０
０
円

【
申
請
月
】

７
月
、10
月
、１
月
、４
月
が
申
請
月
で
す
。
申
請
月
の
前
３
か
月
分

に
つ
い
て
申
請
す
る
と
、
そ
の
翌
月
に
支
援
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

早
期
療
育
支
援
金
支
給
申
請
書
兼
請
求
書
、
通
所
・
通
院
証
明

書
を
お
持
ち
の
う
え
、保
健
福
祉
課
ま
で
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　
い
た
だ
く
か
、
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
ま
で

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー（
保
健
福
祉
課
内
）

　
　
　
　
　
☎
０
７
７
８

－
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麻
し
ん
風
し
ん

定
期
予
防
接
種
に
つ
い
て

　
麻
し
ん
風
し
ん
定
期
予
防
接
種
に
使
用
さ
れ
て
い
る
麻
し
ん
風
し

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン（
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
）の
供
給
が
不
安
定
に
な
っ
て
い

る
状
況
に
よ
り
、
次
の
対
象
者
の
う
ち
令
和
７
年

３
月
31
日
ま
で
に
接
種
で
き
な
か
っ
た
方
に
つ
い

て
、
接
種
対
象
期
間
が
２
年
間
延
長
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

接
種
期
間
延
長
の
対
象
者

〈
第
１
期
〉令
和
４
年
４
月
２
日
〜
令
和
５
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

〈
第
２
期
〉平
成
30
年
４
月
２
日
〜
平
成
31
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

〈
第
５
期
〉昭
和
37
年
４
月
２
日
〜
昭
和
54
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男

性
で
、
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
に
抗
体
検
査
を
実
施
し

た
結
果
、
風
し
ん
の
抗
体
が
不
十
分
だ
っ
た
方

　
　
　
　
※
令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
抗
体
検
査
を
実
施
し
た
方

は
対
象
外
。

予
診
票
に
つ
い
て

•
第
１
期
、第
２
期
の
方
は
、
お
手
持
ち
の
予
診
票
を
ご
使
用
く
だ

さ
い
。

•
第
５
期
の
方
は
、
６
月
ご
ろ
に
予
診
票
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

そ
ち
ら
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ま
で
の
ク
ー
ポ
ン
券
は
使
用

で
き
ま
せ
ん
。

接
種
可
能
な
期
間（
２
年
間
）

　
令
和
７
年
４
月
１
日
〜
令
和
９
年
３
月
31
日

接
種
費
用　
無
料

■
問
合
せ

　
保
健
福
祉
課　
☎
０
７
７
８

－
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行
政
相
談
委
員
は
、
行
政
相
談
委

員
法
に
基
づ
き
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
民
間
の
有
識
者
で
す
。

　

令
和
７
年
４
月
１
日
付
で
、
次
の

方
々
が
行
政
相
談
委
員
に
再
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

任
期

令
和
７
年
４
月
１
日
〜

令
和
９
年
３
月
31
日

•
南
条
地
区

井
上　
英
之
さ
ん（
金　
粕
）

•
今
庄
地
区

尾
﨑　
政
代
さ
ん（
新
北
府
）

•
河
野
地
区

上
島　
信
敬
さ
ん（
大　
良
）

　

行
政
相
談
委
員
は
、
定
期
的
に
行

政
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
相

談
の
日
程
は
、
広
報
紙
や
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
自
主
放
送
番
組
文
字
放
送

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
さ
れ

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　
観
光
ま
ち
づ
く
り
課

　
☎
０
７
７
８

－
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行
政
相
談
委
員
を

委
嘱
し
ま
し
た（
再
委
嘱
）


